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議事要旨 １．開 会

２．評価対象事業の審議

以下のとおり、事業評価対象５事業を審議した。

◇河川事業

再 評 価 対 象 事 業 ：高梁川直轄河川改修事業
たかはしがわ

小瀬川直轄河川改修事業
お ぜ が わ

佐波川直轄河川改修事業
さ ば が わ

日野川直轄河川改修事業
ひ の が わ

江の川上流直轄河川改修事業
ご う の か わ

３．河川法に基づき、河川整備計画策定に係る審議を行った事業の報告

以下の事業について報告した。

◇河川事業

天神川水系直轄河川改修事業
てんじんがわ

○経緯及び結果

別紙－１のとおり



別紙－１

平成２１年度 第４回中国地方整備局事業評価監視委員会の経緯及び結果

１．審議の経緯

平成２２年１月２１日に開催した平成２１年度第４回中国地方整備局事業評価

監視委員会において、次の事業について審議を行った。

◇河川事業

再評価対象事業 ：高梁川直轄河川改修事業
たかはしがわ

小瀬川直轄河川改修事業
お ぜ が わ

佐波川直轄河川改修事業
さ ば が わ

日野川直轄河川改修事業
ひ の が わ

江の川上流直轄河川改修事業
ご う の か わ

２．審議の結果

事業者から各事業の概要、評価結果及び対応方針（原案）について説明を受け、

事業が適切に実施されているか審議を行い、次のとおり意見の取りまとめを行った。

審議の結果、再評価対象の５事業は適切に実施されており、事業継続とすること

とした事業者の判断は、妥当であると意見集約した。

なお、審議過程において、以下の議論があった。



●事業評価対象事業

◇河川事業

○高梁川直轄河川改修事業
たかはしがわ

・地元の要望が強いところであり、事業実施に向けての環境が整ってきたこと

もあり、早期完成を図るべきである。

・小田川付替事業に着手する際は、第三者からなる委員会で代替案を含めた検

討が必要。

○小瀬川直轄河川改修事業
お ぜ が わ

・特になし。

○佐波川直轄河川改修事業
さ ば が わ

・特になし。

○日野川直轄河川改修事業
ひ の が わ

・特になし。

○江の川上流直轄河川改修事業
ご う の か わ

・特になし。

◇全般

・治水事業については、十分に便益項目が見込まれていない交通途絶による波及

被害や精神被害などについても見込めるよう検討すべきである。

・水系全体として、現状、整備の内容、進捗状況、効果などをわかりやすく説明

できるよう工夫すること。

・整備計画が未策定の河川については、地域の意見をしっかり聞き河川毎の特性

もふまえた整備計画を早期に策定すること。

以上


